
対象家族1人につき、通算93日まで3回を
上限として、介護休業を分割して取得可能

半日(取得労働時間の2分の1)単位での取
得が可能

介護休業とは別に、利用開始から3年の間
で2回以上の利用が可能

対象家族1人につき、介護終了まで請求す
ることが可能

以下の要件を満たす場合に
育休の取得が可能

①申出時点で過去1年以上継続し雇用され
　ていること
②子が1歳6か月になるまでの間に雇用契
　約が更新されないことが明らかである
　者を除く

特別養子縁組の監護期間中の子、養子縁
組里親に委託されている子なども新たに
対象となる

左記に加え、妊娠・出産・育児休業・介護
休業を理由とする
嫌がらせ等を防止する措置を講じることを
事業主に義務付ける
・派遣労働者の派遣先にも同様に適用
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